
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【運用上の留意点】 

①下見の行程が１１時間３０分以上１５時間３０分未満の場合 

→４週以内の他の勤務日を半日勤務とする必要がある。 

（振替を行うことはできない） 

②下見の行程が１５時間３０分以上の場合 

→４週以内の他の勤務日を休日とすることができる。 

→当該休日とされた日に勤務をする必要がある場合は、 

前 4 週後 8 週（教育職員の場合は 16 週）までの範囲内で、 

休日の振替を行うことができる。 

       →課業中に代休が取得できなかった場合でも、 

長期休業中に代休の取得が可能となる。 
 

 【補足事項】 

◎制度の適用日は、２０２６年４月１日から。下見に従事した日から４週間以内に他の要勤務日を半日勤務

日又は休日とすることができなかった場合は、経過措置として、下見に従事した日の勤務時間の変更は行

わず、施行日から４週間以内の他の要勤務日を半日勤務日又は休日とすることができるようにする。 

◎所定の勤務時間が 22 時以降に割振られていた場合、夜間勤務手当の支給対象となり、現行制度では、教

職員が修学旅行等の宿泊行事に従事した際に支給されている。今回の改正により、これと同様の取り扱い

となる。ただし、勤務時間条例により、4 週間を超えない期間につき、1 週間あたり 38 時間 45 分以内の

勤務時間とする必要があり、今回の経過措置の対象者は、下見に従事した日の勤務時間を増やすことがで

きないため、午後 10 時以降の夜間に勤務した場合、勤務時間を割り振った場合に支給される夜間勤務手

当は対象外となる。 

 

発行所 大阪市教職員組合 TEL（6942）3561㈹ FAX（6943）8039  発行人：三谷 和義 

2026．4．10 

 

 

号 外 

 ４月３日、市教組は教育委員会から勤務労働条件に関わる提案を受けて交渉を行った。教育委員会

は以下のような内容の提案があり、市教組は校園長に対しての丁寧な周知を求めた上で、本提案を了

とした。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【月曜日に日帰りで出張の場合】

例１
　（勤務時間を１１時間３０分割振る場合）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 0 0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

↓ ↓
+3:45 -3:45

↓ ↓

0 11:30 7:45 7:45 7:45 7:45 0 0 4 7:45 7:45 7:45 7:45

①
修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する

月曜日を１１時間３０分勤務日とするために、翌
週の月曜日の勤務時間7時間45分のうち３時間４
５分を当該月曜日に割振る。

②
修学旅行等の宿泊行

事の下見の業務に係る
割振り変更の結果、翌
週の月曜日は４時間勤
務日となる。

①、②は修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に係る勤務時間の割振り及び割振り変更

修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する日を含む４週間以内の任意の期間での勤

務時間の割振り変更。

なお、勤務時間の割振り変更により4時間勤務日となった日は休日ではないので、休日

の振替（前４週、後８週）はできないので注意すること。

（参考）

※

※

※

例１

例２

修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する教職員の勤務時間の割振
りについて

日帰りで１５時間３０分勤務の場合

　下見が１泊２日である場合も、日帰りの場合と同様に割振ることが可能。

日帰りで１１時間３０分勤務の場合

「１５時間３０分」の勤務時間が割振られた日については、割振られた１５時間
３０分の勤務時間内の午後１０時以降の勤務時間について、その時間分の夜間勤
務手当が支給されるので、修学旅行等の宿泊行事に従事する場合に準じて処理す
ること。

下見の計画に当たっては、特定の職員への業務の集中を避ける、出張中は適宜休
憩時間を確保するなど、職員の健康管理に留意すること。

修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する教職員については、あらかじめ、１日

の勤務時間を休憩時間（１時間）を除いて、１１時間３０分（７時間４５分＋３時間４

５分）、１１時間４５分（７時間４５分＋４時間）又は１５時間３０分（７時間４５分

＋７時間４５分）割振ることを可能とする。
ただし、長時間勤務を推奨するものではない。

7:30

勤務時間終了

20:00

（休憩時間１時間含む）

１１時間３０分の勤務時間の割振り（休憩時間除く）

勤務時間開始

6:30

勤務時間終了

22:00

（休憩時間１時間含む）

23:00

１時間
夜間勤務
手当支給

１５時間３０分の勤務時間の割振り（休憩時間除く）

勤務時間開始

○例２
　（勤務時間を１５時間３０分割振る場合）

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 0 0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

↓ ↓
+7:45 -7:45

↓ ↓

0 15:30 7:45 0 7:45 7:45 0 0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

※15時間３０分の勤務時間を割振る時に、４時間と３時間45分に分けて割振ることはできな
　い。

月 火 水 木 金
7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

↓ ↓ ↓
+7:45 -4 -3:45

↓ ↓ ↓
15:30 7:45 7:45 3:45 4

　ただし、

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金
0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 0 0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

↓ ↓
+7:45 -7:45

↓ ↓

0 15:30 7:45 0 7:45 7:45 0 0 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45

↓ ↓

+4 -4

↓ ↓

4 3:45

　は可能。（４週間前から16週間後以内の振替え）

①
修学旅行等の学校行事の
下見の業務に従事する月
曜日を１５時間３０分勤
務日とするために、水曜
日を休日とする。

②
振替休日となった水曜日に、勤務をする必要がある

場合は、休日の振替えとなる。

①修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に係る勤務時間の割振り及び割振り変更

修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する日を含む４週間以内の任意の期間での勤

務時間の割振り。

②は休日の振替え
前４週、後８週（教育職員はやむを得ない場合１６週まで）の範囲内で休日の振替え。

教職員が修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する場合の勤務時

間の割振りについて（案） 

１ 改正理由 

現行制度では、教職員が修学旅行等の宿泊行事に従事する場合、勤務

実態に対応するため、勤務時間の割振り変更により、宿泊行事に従事す

る日の勤務時間を増やし、他の要勤務日の勤務時間を減じ、半日勤務日

又は休日とすることができる。一方、修学旅行等の宿泊行事の下見の業

務については、宿泊行事にかかる 1 泊 2 日の行程を日帰りで行うことが

多いが、下見の業務に従事する日の勤務時間を増やし、他の要勤務日を

半日勤務日又は休日とすることはできない。そこで、修学旅行等の宿泊

行事の下見の業務についても、修学旅行等の宿泊行事に従事する場合と

類似の業務であることから、修学旅行等の宿泊行事に従事する場合に準

じて、制度改正を行い、教員の働き方改革に資するものとする。 

 

２ 改正内容 

教職員が修学旅行等の宿泊行事の下見の業務に従事する場合、修学旅

行等の宿泊行事に従事する場合と同様の取扱いができるようにする。 

 

３ 運用上の留意点 

下見の行程が 11 時間 30 分以上 11 時間 45 分未満（休憩時間 1 時間

を除く。）又は 11 時間 45 分以上 15 時間 30 分未満の場合は、当該日か

ら 4 週間以内の他の勤務日の勤務時間を 4 時間又は 3 時間 45 分（半日

勤務日）とすることができる。ただし、半日勤務日は休日ではないので、

休日の振替を行うことは、できない。 

下見の行程が 15 時間 30 分以上（休憩時間 1 時間を除く。）の場合は、

当該日から 4 週間以内の他の勤務日を休日とすることができる。また、

休日とされた日に勤務する必要がある場合は、前 4 週、後 8 週（教育職

員の場合 16 週）までの範囲内で休日の振替を行うことができる。 

 

４ 実施予定日 

令和 8 年 4 月 1 日から新制度の適用を可能とする。ただし、教育委員

会から各学校園への通知日（施行日）は令和 8 年 4 月下旬を予定。 

 

５ 経過措置 

令和 8 年 4 月 1 日から施行日までの間に、修学旅行等の宿泊行事の

下見の業務に従事した教職員が、当該下見の業務に従事した日から４週

間以内に勤務時間の割振り変更ができなかった場合については、施行日

から４週間以内の別の要勤務日の勤務時間を減じて、半日勤務日又は休

日とすることができるものとする。 

 


